
個人が公益財団法人に支出した寄付に係る税制優遇

★ 個人住民税 :  個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄付金（公益法人に対する寄付金等）は、以下の金額が
個人住民税の額から控除されます（税額控除）。
ア 都道府県が条例指定 ・・・・・（寄付金額－２,０００円）×４％（※１）
イ 市区町村が条例指定 ・・・・・（寄付金額－２,０００円）×６％（※２） ⇒  重複指定であれば、（寄付金額－２,０００）×１０％

 ※１ 政令指定都市在住者の者の場合は２％相当額

 ※２ 政令指定都市在住者の者の場合は８％相当額

        ［根拠条文：地方税法第37条の2、地方税法第314条の7］

★ 所得税 :  所得税について、以下の優遇があります。

４０ ％ ＝ 税 額

×所得金額 －
所得
税率

＝ 税 額

所得
税率

【税額控除対象法人になるための要件】（①か②のいずれかが必要）
① ３,０００円以上の寄付者が、平均して年に１００人以上

（公益目的事業費用が年間１億円未満の場合は、必要な寄付者数を緩和）

かつ、寄付金額が平均して年に３０万円以上
② 法人の総収入金額に占める受入寄付金総額の割合が1/5以上

税額控除は、高所得
層よりも低所得層への
減税効果が大きくなり
ま す ！

（注２）税額控除額

選択可 寄付金特別控除（税額控除）

（注１） 寄付額のうち、所得控除額は総所得金額等の４０％相当額が限度
（注２） 税額控除額は、所得税額の２５％が限度
（注３） 寄付した先の法人が税額控除対象法人かと゜うかは、公益法人infomaitionで確認することができます。

た と え ば 、 税 額 控 対
象の公益法人に対し、
5,000円を寄付した場合
・ ・ ・ ・

１ ， ２ ０ ０ 円 が 所 得 税
か ら 控 除 さ れ る 計 算

（注１）

公 益 法 人
へ の 寄 付

税 額 控 除 対 象 の  

公益法人への寄付

税額控除対象法人は、
平成29年８月末時点で
９ ９ １ 法 人 （ 注 ３ ）

（ 寄付額 － ２,０００円 ）
（注１） 所得控除額

－ （ 寄付額 － ２,０００円 ） ×４０％所得金額 ×

［根拠条文：所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3］

寄附金控除（所得控除）

★ 相続税 :  相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
［根拠条文：租税特別措置法第70条］

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000026
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